
1月の町税等納期

○上下水道料金 1月分　 【1/21(火）】

○町営住宅使用料 1月分【1/27(月）】

○後期高齢者医療保険料 7期　　　   

 　　　　　　　　　　　【1/31(金）】

※【　　】納期限日

　口座振替を利用していない方は、手

続き簡単で便利な口座振替のご利用を

ご検討ください。

　

S
T
U
D
I
O

ーA

▽
申
込
期
限

　

２
月
19
日
（
水
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原

　

☎ 

０
１
７
３
（
34
）
３
１
７
１

▽
任
用
期
間

　

令
和
７
年
５
月
８
日
～
８
月
28
日

▽
勤
務
場
所

　

 

吉
田
遺
跡
（
つ
が
る
市
森
田
町
下

相
野
吉
田
地
内
）

▽
給
料

　

日
額
７
７
３
０
円
（
予
定
）

▽
募
集
人
数

　

35
人
程
度
（
書
類
選
考
・
面
接
あ

り
。
未
経
験
者
可
。）

▽
申
込
方
法

　

令
和
７
年
２
月
25
日
（
火
）
ま
で

に
、
申
込
先
へ
必
要
書
類
を
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
事
前
に

締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
そ
の
他

　

令
和
７
年
度
の
予
算
成
立
を
前
提

と
し
た
募
集
の
た
め
、
予
算
成
立
状

況
に
よ
っ
て
は
、
募
集
の
中
止
や
内

容
変
更
等
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
当
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
ま
た

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　

青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

　

☎ 

０
１
７
（
788
）
５
７
０
１

　

青
森
県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎
年
２

月
を
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月

間
」
と
定
め
、
相
続
登
記
に
関
す
る
無

料
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▽
相
談
内
容

　

相
続
登
記

▽
相
談
期
間

　

２
月
１
日
～
２
月
28
日

　

（
土
日
・
祝
日
は
除
く
）

▽
相
談
場
所

　

青
森
県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

※ 

ス
ム
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
、

事
前
に
各
司
法
書
士
事
務
所
へ
ご

予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
費
用

　

初
回
相
談
無
料
（
２
回
目
以
降
や

具
体
的
な
手
続
き
は
有
料
で
す
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
県
司
法
書
士
会

　

☎ 

０
１
７
（
776
）
８
３
９
８

　

官
公
庁
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
、
建
設
業
法
に
基
づ
く
決
算
等
届
出
、

建
設
業
許
可
申
請
、
所
得
税
確
定
申
告

等
の
た
め
、
県
税
（
法
人
県
民
税
・
法

人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
、
個
人

事
業
税
等
）
の
納
税
額
ま
た
は
未
納
額

が
な
い
こ
と
の
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、

次
の
書
類
等
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

【納
税
義
務
者
本
人

（法
人
の
場
合
は

代
表
者
）
が
交
付
申
請
す
る
場
合
】

　

厚
生
労
働
大
臣
認
定
の
求
職
者
支
援

訓
練
を
開
講
し
ま
す
。

※ 

受
講
料
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
等
は

自
己
負
担
）

【パ
ソ
コ
ン
・簿
記
基
礎
科

（短
時
間
）】

▽
訓
練
期
間

　

３
月
３
日
～
７
月
２
日

▽
訓
練
場
所

　

(

株)

五
和
グ
ル
ー
プ　

ラ
ソ
・
パ

ソ
コ
ン
教
室

▽
申
込
期
限

　

２
月
４
日
（
火
）

【 IC
T

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
基
本
か
ら

学
ぶW

e
b

デ
ザ
イ
ン
科
】

▽
訓
練
期
間

　

３
月
25
日
～
９
月
24
日

▽
訓
練
場
所

　

農
林
水
産
省
で
は
、
２
月
１
日
現
在

で
、
全
国
一
斉
に
「
２
０
２
５
年
農
林

業
セ
ン
サ
ス
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
今
後
の
農
林
業
の
政

策
に
役
立
て
る
た
め
に
５
年
ご
と
に
実

施
さ
れ
る
極
め
て
大
切
な
調
査
で
す
。

　

１
月
中
旬
か
ら
農
林
業
を
営
ん
で
い

る
皆
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
調
査
員
が
訪
問

し
ま
す
。
調
査
票
に
農
林
業
の
経
営
状

況
な
ど
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
に
記
入
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て

は
、
統
計
以
外
の
目
的
に
は
使
用
さ
れ

ま
せ
ん
。
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
交
流
課　

計
画
係

　
（
内
線
２
６
１
）

転
職
・
再
就
職
・
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
応
援
！
職
業
訓
練
を
受
け
ま

せ
ん
か
？

つ
が
る
市
吉
田
遺
跡
の
発
掘
作
業

つ
が
る
市
吉
田
遺
跡
の
発
掘
作
業

員
を
募
集
し
て
い
ま
す

員
を
募
集
し
て
い
ま
す

２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

「相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月

間
」
無
料
相
談

県
税
納
税
証
明
書
が
必
要
な
皆

さ
ん
へ

行政 ・ 人権相談

　町では、町民の皆さんの行政に

対する意見や要望、日頃生活する

上での困り事など、さまざまな内

容の相談を受けるための行政相談

と人権相談を行っています。

■期　　　日　2月10日（月）　　

■相談時間　午前10時〜午後3時　

■場　　　所　 国際交流会館1階 

　　　　　　101会議室

　町の防災行政無線では、災害情

報や町のイベント情報などを町民

の皆さまに周知しています。

　放送内容が聞き取れなかった場

合、下記の方法で確認できます。

防災無線を聞き逃したら！

◆電話で確認

　☎ ： 0173-23-2333
◆町ホームページで確認

　http://www.town.tsuruta.lg.jp/
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電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
弘
前

　

☎ 

０
１
７
２
（
31
）
６
０
１
０

　

津
軽
広
域
水
道
企
業
団
で
は
、
指
名

競
争
入
札
等
参
加
資
格
審
査
申
請
の

追
加
受
付
を
実
施
し
ま
す
。

▽
対
象

　

津
軽
広
域
水
道
企
業
団
が
発
注
す

る
次
の
業
種
に
つ
い
て
、
指
名
競
争
入

札
に
参
加
し
よ
う
す
る
者
お
よ
び
随
意

契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
の
締
結
を
希

望
す
る
者

　

①
建
設
工
事

　

②
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

　

③
業
務
委
託

　

④ 

製
造
の
請
負
・
物
件
の
買
入
・
そ

の
他
の
契
約

▽ 

受
付
期
限

　

 

令
和
７
年
２
月
28
日
（
金
）
ま
で

▽ 

有
効
期
間

　

 

１
年
間
（
令
和
７
年
９
月
１
日
～

　
　
　
　
　

令
和
８
年
８
月
31
日
）

▽ 

資
格
審
査
の
結
果

　

審
査
の
結
果
は
、
令
和
７
年
９
月
上

旬
頃
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

※ 

詳
細
は
、「
津
軽
広
域
水
道
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

津
軽
広
域
水
道
企
業
団 

西
北
事
業
部

　

☎ 

０
１
７
３
（
25
）
２
７
１
１

　

津
軽
広
域
水
道
企
業
団 

津
軽
事
業
部

　

☎ 

０
１
７
２
（
52
）
６
０
３
３

① 

申
請
書
（
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

② 
本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
付
き
の

公
的
書
類
）

③ 

手
数
料
（
１
件
に
つ
き
青
森
県
収

入
証
紙
４
０
０
円
）

【代
理
人
が
交
付
申
請
す
る
場
合
】

前
記
①
③
の
ほ
か
、

④ 

委
任
状
（
納
税
義
務
者
本
人
（
法

人
の
場
合
は
代
表
者
）
が
自
署
し

た
も
の
。
申
請
書
「
委
任
に
関
す

る
事
項
」
欄
使
用
可
。）

⑤ 

代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
顔
写

真
付
き
の
公
的
書
類
）

　

郵
送
に
よ
る
交
付
申
請
も
で
き
ま

す
。
申
請
方
法
は
県
税
部
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

西
北
地
域
県
民
局　

県
税
部

　

☎ 

０
１
７
３
（
34
）
２
１
１
１

　

事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
こ

ど
も
は
青
森
県
で
３
１
０
人
、
８
割
は

施
設
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会

に
里
親
制
度
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽ 

日
時

　

 

２
月
１
日
（
土
）
10
時
～
12
時
30
分

▽ 

場
所

　

 

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

▽ 

申
込
方
法

　

１
月
26
日
ま
で
に
、
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

前
記
方
法
を
利
用
で
き
な
い
場
合
、

津
軽
広
域
水
道
企
業
団　

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

里
親
啓
発　

上
映
会

（無
料
）

●持参するもの

　届いたはがき、健康保険証

●期間 ： 令和7年 3月末まで

●対象

　後期高齢者医療の方

※年度内に1回受診できます。

●健診料 ： 無料

※ ただし、精密検査や治療にかかる

費用は自己負担となります

●申込方法

　町内の指定歯科医療機関に直接予

約してください。

●持参するもの

　後期高齢者医療の保険証

●期間 ： 令和7年 3月末まで

【指定歯科医療機関】

　中田歯科医院（22-5577）

　なかじま歯科クリニック（23-1230）

　坂本歯科クリニック（26-1182）

　生涯にわたって歯・口腔の健康を

保つために、下記のとおり歯周病検

診を実施しています。

　今年度から対象年齢を拡充し、20

歳・30歳の方が追加になりました。

●対象

　年度内年齢で20歳・30歳・40歳・

50歳・60歳・70歳の方

※ 対象者には、はがきで個別通知し

ています。

●検診料 ： 無料

※ ただし、精密検査や治療にかかる

費用は自己負担となります

●申込方法

　町内の指定歯科医療機関に直接予

約してください。

　予約方法等詳しい内容は、はがき

をご覧ください。

【こころの相談窓口】

●よりそいホットライン

　 生活の中で困っていること等、ど

んな悩みでもご相談ください。

　☎：0120-279-338（毎日24時間対応）

●こころの健康相談統一ダイヤル

　 所在地域の公的な相談機関につな

がります。

　☎： 0570-064-556（平日9時～16時、

18時 30分～ 22時）

● NPO 法人あおもりいのちの電話

　☎：0172-33-7830（毎日12時～21時）

　※ メール相談は「あおもりいのち

の電話」ホームページから入室

【誰かに話を聴いてほしい】

● 鶴田町傾聴ボランティア 「つるりんの

会」 傾聴サロン

　日時 ：  第1・第 3月曜日（祝日除く）

13時～ 15時　

　場所 ： 鶴遊館 栄養指導室

　☎：0173-22-2111

町の保健だより
問 ： 子ども健康課　健康推進係

「歯周病検診」 のお知らせ （無料）「歯周病検診」 のお知らせ （無料） 「後期高齢者歯科健診」 の「後期高齢者歯科健診」 の

お知らせ （無料）お知らせ （無料）

悩みを抱えていたら相談してみませんか？悩みを抱えていたら相談してみませんか？

 【有料広告】 
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こちら町の情報局

町の財政状況を見る

町の財政健全化比率などを公表します
　県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、平成 19年度決算から財政健全化に関

係する各指標（成績）の公表が法律（財政健全化法）で義務付けられています。

　健全化判断比率の指標を「早期健全化基準」と「財政再生基準」

に照らし合わせて財政状況をチェックするとともに、国民健康保険

事業などの特別会計や水道事業などの企業会計も合わせた決算もチ

ェックして、町の財政状況をより明らかにしようとする法律です。

◇財政健全化法とは

【用語の解説】

実質赤字比率
　 一般会計などの赤字の程度を指標化

し、財政運営の深刻度を示すもので

す。

連結実質赤字比率
　 町の全ての会計の赤字・黒字を合算

し、市町村全体としての赤字の程度

を示す比率です。

実質公債費比率
　 借入金の返済金などの大きさを指標

化し、財政負担を見るための比率で

す。

将来負担比率
　 市町村の借入金や将来支払っていく

可能性のある負債分を指標化し、将

来の負担を示すものです。

資金不足比率
　 公営企業の資金不足を、公営企業の

事業規模である料金収入の規模とし

て比較して指標化し、経営状況を把

握するのものです。

●早期健全化基準をオーバーすると？

●財政再生基準をオーバーすると？

　財政のイエローカードです。財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。

　財政のレッドカードです。財政再生団体となり、事実上破綻となります。財政再生計画を定め、計画に基づ

く財政再建に取り組むことになります。総務大臣の許可がなければ地方債の借り入れができなくなります。また、

税金や公共料金の増額、住民サービスの見直しをせざるを得なくなります。

財政の健全度を示す財政の健全度を示す

４つの指標４つの指標

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

財政指標名
令和 5 年度

決 算

早期健全化

基 準

財政再生

基 準増減値

健
全
化
判
断
比
率

①実質赤字比率 ― ― 15.0％ 20.0％

②連結実質赤字比率 ― ― 20.0％ 30.0％

③実質公債費比率 12.7％ 0.8％ 25.0％ 35.0％

④将来負担比率 109.3％ -4.5％ 350.0％

     ⑤資金不足比率 ― ― 20.0％

※「ー」は、①②において赤字額がないことを示しています。

　 ⑤においては、対象となる全ての会計で資金不足がないことを

示しています。

※⑤対象会計：水道事業会計、下水道事業会計

◇健全化判断比率および資金不足比率

健全 悪化

早期健全化基準 財政再生基準

15％

20％

25％

20％

30％

35％

350％

12.7％

109.3％

財
政
再
生
段
階

（レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）

早
期
健
全
化
段
階

（イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）
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こちら町の情報局

① 国税庁ホームページの「確定申告書

等作成コーナー」にアクセス

② マイナポータルと連携、マイナンバーカードを

スマホで読み取り

③収入や控除金額などを入力

　（源泉徴収票を撮影して内容を自動入力が可能）

④申告内容の事前確認・送信

スマホでいつでも！電子申告 （e-Tax） ができます 申告書作成会場を開設します

2月 17日（月）～ 3月 17日（月）

9：00～ 17：00

【 土日、祝日を除く。整理券の最終配付は16時まで】

① 整理券が必要です。当日、会場で配付します。状

況により、配付を終了することがあります。

② LINEを通じたオンラインによる事前発行もできます。

③ 申告書作成会場では、ご自宅からと同様に、原則と

してご自身のスマホにより、ご自身で申告書等を作

成していただきます。

④スマホ・マイナンバーカードをご持参ください。

⑤ マイナンバーカードの受領時に設定したパスワード

が必要です。

　・「利用者証明用電子証明書」（数字4桁）

　・「署名用電子証明書」（英数字6～16文字）

五所川原税務署からのお知らせ

確定申告書等

作成コーナー

⑤送信した申告書等（PDFデータ）を保存・確認

 【有料広告】  【有料広告】 

日時

場所 五所川原税務署2階

■問い合わせ先 ： 五所川原税務署　☎ ： 0173-34-3136

　当委員会と総務経済常任委員会は、町内の一般家庭から排出される不燃ごみ及び廃プラスチック類の処分事

業について調査するため、10月 28日に関連施設を合同視察しました。

　初めに、現在、町から処分事業を委託されている（株）須郷土木を視察し、施設や作業工程を見学させてい

ただき、作業の大変さとごみ分別の重要さを知ることができました。

　次に、令和 7年度からの委託先である（有）西北五クリーン社の作業予定地の現状を視察し、処分事業を適

切に遂行してくれるものと期待が持てる施設でした。

　最後に、弘前市にある町の不燃物埋立処分場を視察しました。処分事業を行う前は、処分場の容量不足が心

配されていましたが、処分事業の推進により現在は十分な空き容量を確保できている状況でした。町民の皆様

には、ごみ分別へのご協力に感謝いたします。

つるたまち議会活動報告つるたまち議会活動報告 VOL.9（文責：教育民生常任委員会委員長　一戸 雅人）
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こちら町の情報局

　身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護認定高齢者の方を対象に、申請により、身体障害者等に準

ずる方として、障害者控除対象者認定書を交付します。

　認定書の交付を受けることにより、本人または扶養する親族の方が、所得税・住民税の申告をする時に、障

害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

対象となる方

【申請方法】

　「障害者控除対象者認定申請書」（福祉介護課または町HPから入手可）に、必要事項を記入し申請して

ください。※認定書は、後日郵送となりますので、お早めに申請してください。

【申請に必要なもの】

　対象者の介護保険被保険者証、申請に来た方の身元を確認できるもの （顔写真付きの公的書類）

申請方法 ・ 必要なもの

次の基準のいずれかに該当する場合に認定を行います。

（障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在の要介護認定状況に基づく）

「障害者控除対象者認定書」「障害者控除対象者認定書」 のの申請お忘れなく申請お忘れなく

障害者に準ずる方の認定基準

　要介護1以上に認定されており、かつ要介護

認定資料の主治医意見書に記載されている

　・障害高齢者日常自立度がA以上の方

　・認知症高齢者日常自立度がⅡ以上の方

特別障害者に準ずる方の認定基準

　要介護4以上に認定されており、かつ要介

護認定資料の主治医意見書に記載されている

　・障害高齢者日常自立度がB以上の方

　・認知症高齢者日常自立度がⅢ以上の方

■申請 ・ 問い合わせ先 ： 福祉介護課 介護保険係　☎ ： 0173-22-2111 （内線139）

　町では、人材育成を図るため、経済的な理由により修学が困難な方を対象に、奨学金を貸与しております。

　（所得額等により、貸与が受けられない場合があります）

応募資格

①保護者が鶴田町に住所を有していること

②経済的な理由により修学が困難な人（所得制限あり）

③ 大学・短大・高等専門学校・高校に在学中の人または、大学・短大・高等専門学

校・高校に入学予定の人

奨学金の額

大学・大学院 月額 5 万円以内

短大・高等専門学校 月額 4 万円以内

高校 月額 3 万円以内

償還について
卒業後1年間据え置いてから、9年以内で奨学金を

全額返還すること

必要書類

本人 奨学生願書・推薦調書・合格通知書

世帯 所得証明書・納税証明書

連帯保証人 印鑑証明書・所得証明書・納税証明書

申込方法
必要書類（「奨学生願書」・「推薦調書」は教育委員会窓口で配布または町ホームページからダウ

ンロード可）を鶴田町教育委員会へ提出してください。

申込期限 奨学生の申請は、随時受け付けています。

利息はありません

■問い合わせ先 ： 教育委員会 学務総務係　☎ ： 0173-22-2111 （内線213 ・ 214）

町ホームページ内で 「奨学生」 を検索

給付型ではなく貸与型の奨学金です。 返還の計画を立ててお申し込みください。⚠� ⚠�

鶴田町奨学生を募集します！
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こちら町の情報局

紅白なます紅白なます

　りんごを使った「なます」をご紹介します。りんごが入ることで、彩

や食感、味も驚きの変化があります。塩分控えめでも、十分美味しくい

ただけます。ぜひおためしください。

食改
おすすめ
レシピ

1個分：62.8kcal　塩分0.1g　野菜量82.5g

ハサミで切り取ってお使いください。

地場産品を使った料理/食生活改善推進協議会「みつば会」監修

◆作り方

①  大根・人参は4㎝の細切りにし、りんごは皮つきで細切りに

する。

②  ボウルに①の大根、人参と塩少々を入れ10分程おき、水気を

しぼる。

③ 別のボウルにＡを入れ、②とりんごを入れて混ぜる。

★ポイント
　青森のりんごは大きくて甘く美味しいので、1/2個ではなくて1/3個

でも十分な量でした。お好みでどうぞ。Ａの合わせ酢の配合が、会員

の中では好評でした。

◎材料 （4 人分）

大根 ……………………… 300g

にんじん ………………… 30g

りんご …………………… 1/2個

　米酢 ………………… 大さじ 3

　砂糖 ………………… 大さじ 2

　塩 …………………… 少々

○ 放送大学では、「大学を卒業したい」「働

きながらスキルアップしたい」「空いた

時間を有効に使いたい」など、それぞ

れの目的で幅広い年代やさまざまな職

業の方が学んでいます。

○ 授業はインターネットやBS放送で視聴

し、単位認定試験もWEBで受験できます。

　詳しい資料を無料でお送りしますので、

お気軽にお問い合わせください。

　放送大学では、 2025年4月入学生を募集

しています。

【出願期限】

　2025年3月11日 （火） まで

※詳しくは、放送大学ホームページ

　 （https://www.ouj.ac.jp）を

　ご覧ください。

■資料請求 （無料） ・ 問い合わせ先

　放送大学青森学習センター　

　☎：0172-38-0500

放送大学放送大学

入学生募集のお知らせ入学生募集のお知らせ

【青森学習センター移転のお知らせ】

●新住所　　 〒036-8003　弘前市駅前町

9-20　ヒロロ4階

●電話番号　0172-38-0500（変更無し）

●移転日　　 2025年3月末に移転し、4月1

日新住所で開所

　道の駅つるた 「鶴の里あるじゃ」

では、新たに保存食・非常食の販

売コーナー（常設）を設置しました。

　大規模な災害が発生してから、

救助体制が整うまでには3日はかか

ると言われています。普段から最

低でも「3日分（9食分）×家族の

人数」を各家庭で備えておくこと

が推奨されています。

　道の駅つるたでは、水や火、電

気を使わずに温かい食事が食べら

れる非常食などを取りそろえてい

ます。

　町では令和 6年能登半島地震および令和 6年 9月能登半島大雨災

害で被災された方々を支援するため、義援金箱を設置しました。

　また、町観光協会は鶴の舞橋春まつりと秋まつりにおいて、鶴田

地区更生保護女性会の協力によりチャリティーバザーを行い、その

売上げを寄付しました。

　多くの皆さまにご賛同、ご協力をいただきましたことを心から感

謝申し上げます。いただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災

地へ届けられます。

令和 6 年能登半島地震 ・

令和 6 年 9 月能登半島大雨災害義援金

義援金総額　387,131 円

▲道の駅つるた防災食コーナー

もしもの

備え

道の駅つるた

あるじゃのレスキューフーズ特集

A

13 広報つるた　No.771


